
 平成２７年第１０回東京都北区教育委員会臨時会 

会 議 月 日 平成２７年１１月２６日（木）午後１時３０分 

開 催 場 所 北区教育委員会室 

出 席 委 員 委 員 長 檜 垣 昌 子 委 員 嶋 谷 珠 美

委 員 森 岡 謙 二 委 員 森 下 淑 子

委 員 加 藤 和 宣 教 育 長 内 田  隆

欠 席 委 員     

事務局職員 事務局次長 教育政策課長（教育未来館長） 

 学校改築施設管理課長 学校支援課長 

 学校地域連携担当課長 教育指導課長 

 教育改革・教育支援担当副参事 生涯学習・スポーツ振興課長 

 スポーツ施策推進担当課長 東京オリンピック・パラリン 
ピック担当課長 

 体育協会事務局長 飛鳥山博物館長 

 中央図書館長  

 学校適正配置担当部長 学校適正配置担当課長 

会議に付した議案並びに審査結果 

日程 議案番号 提 案 内 容 結果 

１ ６２号

東京都北区教育に関する事務の職務権限の特例に関す

る条例に係る地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２３条第２項に基づく教育委員会の意見聴取につ

いて 

承認

２ ６３号
旧東京都北区立赤羽台東小学校に係る行政財産の使用

許可について 
承認

追加日程１ ６４号

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例に係る地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定に基づく意見聴取について 

承認

追加日程２ ６５号 北区教育委員会委員の辞職の同意について 承認

日程 報告事項 報 告 内 容 結果 

３ ７７号 仮称赤羽体育館建設工事の工期延伸について 了承

４ ７８号
昭和町図書館の休館並びに事務所機能の仮移転につい

て
了承

５ ７９号 後援・共催事業に関する報告 了承
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平成２７年第１０回東京都北区教育委員会臨時会会議録 

平成２７年１１月２６日（水）１３：３０ 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

 それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、会議は成立しております。こ

れより、平成２７年第１０回北区教育委員会臨時会を開会いたします。 

日程第１、第６２号議案「東京都北区教育に関する事務の職務権限の特例に関する

条例に係る地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第２項に基づく教育委

員会の意見聴取について」を議題に供します。 

事務局から説明をお願いします。 

委員長 

教育政策課長 

それでは、第６２号議案について、ご説明申し上げます。１ページをお開きくださ

い。こちらにございますように、第４回東京都北区議会定例会提出のため、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２３条第２項に基づき、貴委員会の意見を求めま

すとございます。 

こちらにつきましては、職務権限の特例ということで、この条例に基づきましてス

ポーツに関すること、及び文化に関することにつきましては、地方公共団体の長が管

理・執行することができるという規定でございます。この規定の第２項に規定されて

おりますのが、議決前に教育委員会の意見を聞かなくてはならないという定めがござ

います。それに基づきまして意見聴取がされているわけでございます。この中身につ

きましては先の１１月９日に開催されました教育委員会定例会におきまして、地教行

法第２９条の規定に基づいての意見聴取があったところでございます。これは、条例

としての提案という形でございましたので、こちら６１号議案でご審議をいただき、

意見なしということでご決定いただいているものでございます。 

３ページ以下、おつけしている資料につきましては同様のものでございますので、

本日は説明を省略させていただきたいと思います。よろしくご審議賜りますよう、お

願いいたします。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。 

（質疑・意見なし） 

ただいま各委員のご意見を伺いますと、本件に対し、特に反対意見はないようです

ので、本件については意見なしとすることにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議ないと認め、本件は意見なしとすることに決定いたします。 
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学校改築施設

管理課長 

檜垣委員長 

学校改築施設

管理課長 

次に、日程第２、第６３号議案「旧東京都北区立赤羽台東小学校に係る行政財産の

使用許可について」を議題に供します。 

事務局から説明をお願いします。 

委員長 

学校改築施設管理課長 

それでは、第６３号議案「旧東京都北区立赤羽台東小学校に係る行政財産の使用許

可について」ご説明させていただきます。 

恐れ入ります。２ページの説明欄をごらんください。学校法人順天学園より、同学

園の足立区新田にございますキャンパス内の中学・高校用の体育館を大規模改修する

に当たりまして、その間の代替施設として旧赤羽台東小学校体育館を使用したい旨、

申し出がございました。同学園理事長から教育委員会宛ての申し出の内容は、その左

側の３ページに添付してございます。下から５行目のところ、つきましては、とござ

いますが、改修工事期間中の代替施設として同小体育館を使用させていただきたいと

いうことと、使用料の減免についてご検討・ご配慮をお願いしますと書いてございま

す。 

議案は、教育施設としての利用であることから、この使用許可申請について許可す

るとともに、使用料を減額し、光熱水費を免除しようとするものでございます。 

次に、６ページをごらんください。旧赤羽台東小学校の施設図をお示ししていま

す。現在、この施設の財産の保有状況ですが、土地と体育館が教育委員会の財産、校

舎は子ども家庭部の財産となっておりまして、赤羽台つぼみ保育園が使用してござい

ます。今回、使用を許可するのは教育委員会が所有する体育館のみとなります。 

それでは、１ページにお戻りいただきまして、１の申請者は学校法人順天学園の理

事長、２の使用を許可する財産は５４４㎡ございます体育館となります。４の使用許

可期間は、年明けの１月１２日から年度末までとなってございます。 

次の２ページをごらんください。初めに、６の備考をご説明いたします。本来教育

財産の使用を許可する場合は、使用を許可する期間にあっては終日２４時間となると

ころですが、同施設は学校統合による廃止以来、平日夜間及び土日は当時からの施設

利用団体の活動が現在も続いていることと、さらには生涯学習・スポーツ振興課が管

理している北ノ台スポーツ多目的広場の体育館改修工事中の代替施設として、木曜日

午前中のみほかの団体がやはり利用していることから、使用できる日時は、先ほどご

説明しました期間中の祝日を除いた月・火・水・金曜日の午前９時から午後６時まで

と木曜日の正午から午後６時までとしております。以上の変則的な時間帯による使用

許可となることと、同学園から教育利用であることからの使用料減額の申し出があっ

たことから、契約部署と調整の上、以下にご説明する減額措置を講じております。 

本来、全く減額措置を講じなかったとしたときの建物の使用料は、行政財産目的外
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檜垣委員長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

スポーツ施策

推進担当課長 

檜垣委員長 

スポーツ施策

推進担当課長 

使用料の積算式で算出いたしますと月約１００万円を超える額となります。これを、

先ほどご説明しました事情で終日使用許可することができないことから、本来の使用

料を各月の総時間数で割った額で、まずは１時間当たりの使用料を１，３３８円と定

め、これに実際に使用できる時間数のみを乗じることで、各月の使用料はごらんのと

おり月額で多い月でも２４万円余となります。およそ正規の料金の５分の１から４分

の１程度の減額効果となってございます。 

以上、ご説明させていただきました。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。よろしいですか。 

（質疑・意見なし） 

それでは、ただいまの各委員のご意見を伺いますと、本件について、特に反対意見

はないようですので、本件については、原案どおり承認することにご異議ございませ

んか。 

（異議なし） 

ご異議ないと認め、本件は原案どおり承認することに決定いたします。 

次に、報告事項に移ります。日程第３、報告第７７号「仮称赤羽体育館建設工事の

工事延伸について」事務局から説明をお願いします。 

委員長 

スポーツ施策推進担当課長 

それでは、仮称赤羽体育館建設工事の延伸につきまして、私よりご説明させていた

だきます。 

委員会資料をごらんください。１枚おめくりいただきまして、１の要旨でございま

す。仮称赤羽体育館につきましては、平成２６年５月に、本体工事に着手いたしまし

た。当初は、工期を平成２８年７月２９日までとし、開設を平成２９年１月ごろとし

ておりましたが、地中障害物の除去及びスーパー堤防事業との調整が必要となったた

めに、工期を平成２８年１０月３１日までとし、約３カ月間の延伸となるものでござ

います。 

なお、開設につきましては、平成２９年１月ごろの予定、影響を受けないよう、関

係各課と調整し、開設準備を進めてまいります。 

２の工期でございます。約３カ月間延伸となり、平成２８年１０月３１日まででご

ざいます。 

３の工期延伸の理由でございます。２点ございまして、１点目は、地中障害物の位
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檜垣委員長 

加藤委員 

檜垣委員長 

加藤委員 

スポーツ施策

推進担当課長 

檜垣委員長 

スポーツ施策

推進担当課長 

檜垣委員長 

置が想定より建物側に寄っていたため、除去に２カ月間多く要したこと。２点目は、

当初の２７年度予定のスーパー堤防事業が２８年度施工となったため、工期調整によ

り、約１カ月間の延伸が想定されること。この２点の理由によりまして、３カ月間の

工期延伸となるものでございます。 

４の今後の予定でございます。１１月の区議会へ議案を上程してございます。２８

年１０月末工事完了予定でございます。２９年１月ごろ開設予定でございます。な

お、工期延伸による影響はございません。 

私からの報告は、以上でございます。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。 

委員長 

加藤委員 

一つお伺いしますが、変更前は開設を平成２９年１月ごろということで、工期が完

了するのが７月２９日ということで、開設までの時間が相当長くあったと思うので

す。この理由が、何でもっと早く開設するような形になっていなかったのかというこ

とと、それから、今度は工期が３カ月延びて１０月３１日までだけど、平成２９年１

月ごろには開設できるというのには何か、その間のものというのは何かあったのでし

ょうか。 

委員長 

スポーツ施策推進担当課長 

当初、開設の時期は平成２９年１月ごろということで、建物ができ上がってから半

年間を開設までの準備期間として設けておりました。６カ月間ということで、かなり

余裕を持っての準備期間ということでございます。これが、３カ月間建物ができ上が

るのが後ろに延びたことで、開設準備期間が実質的には３カ月になってしまったので

すが、この部分では、営繕課等を含めまして、開設準備にもう少し圧縮できないかと

いうことで、生涯学習・スポーツ振興課も含めまして協議して、３カ月間でどうにか

準備、開設までできるということで進めています。実質的には、１０月末の施設完成

ですけれども、その前にできるだけ備品類ですとか、そういう準備のものをすぐ納入

できるような形で、前倒しで進めております。 

以上です。 

ほかに、ご質疑またはご意見はございませんか。よろしいでしょうか。 
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檜垣委員長 

中央図書館長 

檜垣委員長 

中央図書館長 

檜垣委員長 

（質疑・意見なし） 

ご質疑・ご意見がないようですので、ここで、本件に関する報告は終了いたしま

す。 

次に、日程第４、報告第７８号「昭和町図書館休館並びに事務所機能の仮移転につ

いて」事務局から説明をお願いします。 

委員長 

中央図書館長 

それでは、報告第７８号「昭和町図書館の休館並びに事務所機能の仮移転につい

て」ご報告申し上げます。１枚おめくりください。資料をごらんください。 

初めに、要旨です。平成２８年度昭和町区民センターが改築工事を行う予定とな

り、それに伴いまして、その間、センター内に併設しております図書館を休館すると

ともに、地域振興室とあわせて窓口を含む事務所機能を仮移転することとなります。 

次に、休館する期間でございますが、平成２８年６月から２９年５月上旬までとな

ります。工事の関係もございますので、予定とさせていただいております。 

次に、事務所の移転先及びその期間でございます。昭和町二丁目、尾久駅に近い明

治通り沿いにございます旧昭和町児童室になります。平成２８年６月から２９年４月

の間、窓口並びに事務所を置くことといたします。大変、小さな施設でございますの

で、今、どのように使用スペースを割り振るかにつきましては、若干調整が残ってご

ざいます。 

次に、移転中の業務でございますが、昨年の田端・赤羽図書館と同様でございま

す。まず、資料の閲覧や配架による貸出業務は休止いたします。平たく言いますと、

書架もなくて閲覧席もないと。要するに、図書館というイメージはまるっきりないと

いうことになります。その他の窓口業務、例えば予約の受付ですとか、あと貸出に伴

います、また返却、全て今までどおり、どの館のものも受け付け、その他レファレン

スなどの窓口・電話業務等、また、バックヤードにおきます他館との流通作業なども

これまでどおり継続いたします。開館時間も現行どおりです。 

その他、子どもたちのお話し会など、そういった事業につきましては、移転先も含

め他の会場での事業の実施を調整してまいります。また、返却用ブックポストにつき

ましては、移転先にも仮設置していく予定でございます。 

最後に、今後の予定ですが、１１月３０日の文教委員会に報告、年明け１月から北

区ニュース並びにホームページに掲載するとともに、各図書館におきまして利用者に

向けて丁寧に周知してまいる予定でございます。 

以上、ご報告申し上げます。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。よろしいですか。 
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檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

（質疑・意見なし） 

ご質疑・ご意見がないようですので、ここで、本件に関する報告は終了いたしま

す。 

次に、日程第５、報告第７９号「後援・共済事業に関する報告について」事務局か

ら説明をお願いします。 

委員長 

教育政策課長 

後援・共済事業に関します報告、第７９号でございます。１ページをおめくりいた

だきたいと存じます。今回は、名義使用承認報告が４件、事業実績報告が５件となっ

ております。 

１項目、２０１５冬休み子どもぼうけんキャンプでございます。お示しのとおりで

ございます。 

２件目でございます。第１２回子どもたちと芸術家の出あう街２０１６ということ

で、こちらにつきましては別紙１を５ページから１１ページにわたりまして事業計画

書を添付してございます。 

２ページにまいりまして、３件目でございます。第１０回東京ラジオ歌謡音楽祭、

お示しのとおりでございます。 

４件目が、障害者週間記念事業「ハートスポーツフェスタ」、こちらもお示しのと

おりでございます。 

事業実績報告につきましては、ご高覧賜りたいと存じます。以上でございます。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。よろしいでしょうか。 

（質疑・意見なし） 

ご質疑・ご意見がないようですので、ここで、本件に関する報告は終了いたしま

す。 

ここで、「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に係る地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見聴取について」及び

「北区教育委員会委員の辞職の同意について」の議案を日程に追加したいと思います

が、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議ないものと認め、本日の日程に追加いたします。 

それでは、追加日程第１、第６４号議案「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一
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教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

部を改正する条例に係る地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に

基づく意見聴取について」を議題に供します。 

事務局から説明をお願いします。 

委員長 

教育政策課長 

第６４号議案について、ご説明申し上げます。こちらにつきましては、この１０月

１３日に、特別区人事委員会の勧告が出されまして、今回の北区議会第４回定例会に

追加上程される予定の議案でございます。教育委員会に関係するということで意見聴

取がございました。 

まず、１３ページまでお進みいただいて、説明欄をごらんいただきたいと存じま

す。幼稚園教育職員の扶養手当の月額の引き上げ及び勤勉手当の支給月額の引き上げ

並びに給料表の改定を行うため、この条例案を提出いたしますという説明欄がござい

ます。こちらの給与改定でございますが、内容といたしましては、公民格差を解消す

るため、第１条におきまして給料表自体を平均０．３％改定するということと、扶養

手当現行５，５００円を６，０００円に引き上げるというものでございます。こちら

の第１条関係、新旧対照表が１枚おめくりいただきますと１４ページ、１５ページに

わたってお示ししてございます。 

もう１項目ございまして、第２条関係でございますが、こちらにつきましては、い

わゆる賞与でございますが、支給割合が民間のほうが０．１２カ月上回っている状況

であるため、年間の支給月数を０．１月引き上げて、年間４．３カ月とするものでご

ざいます。引き上げ分は、勤勉手当に割り振るということでの改定内容となっており

ます。こちらの内容が、新旧対照表で申し上げますと一番最後の２６ページにお示し

しているものでございます。上段が改正後で、現行が下段でございます。 

恐れ入りますが、ページをお戻りいただきまして、１１ページにお戻りいただきた

いと存じます。付則でございますが、最初のところにございますように施行期日等で

ございます。この条例は、公布の日から施行いたします。ただし、第２条の規定につ

きましては、平成２８年４月１日からの施行とさせていただくものでございます。 

以上、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上

げます。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。 

（質疑・意見なし） 

ただいまの各委員のご意見を伺いますと、本件に対し、特に反対意見はないようで

すので、本件については意見なしとすることにご異議ございませんか。 
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檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

（異議なし） 

ご異議ないと認め、本件は意見なしとすることに決定いたします。 

次に、追加日程第２、第６５号議案「北区教育委員会委員の辞職の同意について」

を議題に供します。 

事務局から説明をお願いします。 

委員長 

教育政策課長 

それでは、第６５号議案につきまして、ご説明申し上げます。昨日、内田委員よ

り、平成２７年１２月６日をもって教育委員会委員を辞職したい旨の申し出がござい

ました。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１０条の規定では、辞職には区

長及び教育委員会の同意が必要となっておりますので、本日、ご提案させていただい

たものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

第６５号議案を審議するに当たり、本議案は、内田委員の一身上に関する事件と認

められますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第６項の規定に

基づき、内田委員の退室を求めることにしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（異議なし） 

ご異議ないと認め、内田委員、一旦、ご退室をお願いいたします。 

（内田委員退室） 

本件について、ご意見がありましたら、委員のご発言をお願いします。よろしいで

しょうか。 

（意見なし） 

それでは、ただいま各委員のご意見を伺いますと、本件に対し、特に反対意見はな

いようですので、内田委員からの教育委員会委員の辞職の申し出に同意することにご

異議ございませんか。 

（異議なし） 
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檜垣委員長 

檜垣委員長 

ご異議ないと認め、本件については同意することに決定いたします。 

それでは、議案審議が終了いたしましたので、内田委員の入室を認めます。 

（内田委員入室） 

第６５号議案「北区教育委員会委員の辞職の同意について」は、内田委員からの申

し出に対し、本日付で同意することに決定いたしましたので、その旨、お知らせいた

します。 

以上で、本日の日程全てを終了いたしました。 

これをもちまして、平成２７年第１０回教育委員会臨時会を閉会いたします。 


